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　人間の行う判断の中で客観的であると言い得るものが存在し得ようか．存在

し得たとしても，其の判断は如何様にして組み立てられ，また如何様な意味で

客観的であると言い得るのであらうか。本小論では，一般化効用関数を用いて

議論し得る範囲に於て，主観的判断と客観的判断を構成し，両者を対比させな

がら，Paret0原理的内容を持つ2様の公理を設定し，其れ等を満たす社会的

決定方式の存在を主張する　公理の設定は，リベラノレ・バラトヅクス解消の議

論を念頭に置いて居る．

　　　　　　　　　　　1主観的判断と客観的判断

　憤例通り次の如き記号を導入する．

　　　　W＝｛1，2，……，椛i，肌≧2：個人の集合，

　　　　x二｛”，μ，……｝：社会状態全体の作る非空集合，

　　　　児：実数全体の作る集合，

　　　　u＝F（X×凧丑）：XXWから児への写像金体の作る集合，

　　　　班＝F（凧u）：wからuへの写像全体の作る集合．

　uの元を一般化効用関数と言い，刎（・，・）と記す．班の元α，wの元｛に対

しα（｛）を吻α（・，・）と記す一，ゴ∈1V；”∈ムα∈班に対し批也皿（”，プ）は，個人

｛が仮想的に個人ゴの立場に立って社会状態”を体験する時，個人プが獲得す

るであらうと個人｛が恩考する効用値である．r個人｛が個人ゴの立場に立つ」

と言う表現には重大且つ根本的な問題が残されて居る．此の興味ある問題に立

ち入る事は現段階了は避けざるを得ない．以下では簡略に也。血（”，プ）を，個人
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（2）　　　　　　　　　　一橋論叢　第103巻　第5号

｛が個人ゴの立場で”を体験して得る効用と言う事にしよう．班の元αは1社

会wの各個人に如何なる一般化効用関数を配分するかを示す写像である・

　α∈班，4，ゴ∈w，”，μ∈xに対し

　　　　　　　秘～）＝（吻皿（・，1），吻四（・，2），……，物皿（・，冗））

　　　　　　　　〃＝1（・，〃）∈X・X；吻岨（幻）≧刎・皿（砂，プ）1

と置く．明かに

　（1）　　　　　　（”，砂）∈∩刀〃皿く今吻皿（”）≧吻皿（〃）　　　　　　　　　　　　‘

　　　　　　　　　　　　　3∈w
　　　　　　　　　⇔吻岨（・，プ）≧物皿（砂，ゴ）f…11ゴ∈W

である．（ユ）の意味する所は，個人｛が1頂次wに属す各メンバーの立場に立っ

て，”と型を体験比較した時，”を体験した場合の効用は，砂を体苧した場合

の効用を常に下回らないと言う内容である．注意す可きは，個人｛が個入ゴの

立場で”とμを体験比較するとは言へ，個人壱の主観に基づく効用を比較す

るのであるから，個人｛が（1）の示す判断を行う時，其処には何等客観性は

認められない事である．そこでαと4で定まるX上の2項関係∩五〆を「α
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ≡w
で定まる｛の直接的主観的判断」と呼称する・混乱が生ぜぬ場合はαと｛を略

して「直接的主観的判断」と呼ぷ．此れは反射性，推移性は有して居るものの，

連結性を欠いて居る．r直接的主観的判断」のr直接的」の持つ意味は，次に

示す「間接的主観的判断」と対比する為である．

　若千の準備をする．”の元

　（2）　　　　　（ξ（1），ξ（2），……，ξ（刎））

に対し

　　　　　　　ξ（｛，，。）≡ξ（1”．。）≡……≡ξ（む．”），・≡1，2，……・ρ・

　　　　　　　　　ξ（づ，1、，）＜ξ（｛”。1，・），リ＝1，2，……，ρ一1，

　　　　　　　　1≦｛，一、＜1，，。＜……＜｛”．、”≦侃，リ」1，2，……，ρ，　　　　　．

　　　　　　　　　γ1，γ2，……，γ皿≧1，　τ1＋γ2＋・…・・十～≡肌

で定まる”の元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　（3）（ξ（1、，。），ξ（｛。，。），一・・，ξ（1。，。、），ξ（1・、・），ξ（1・，・），・…・・，ξ（あ，・）・

　　　　　　　　　　　　・，ξ（ら、1），ξ（1。，。），……，ξ（ら，。，））
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を対応させる”’から〃への写像をθ。と記す・全く同様に（2）の転置に

（3）の転置を対応させる写像をθ。と定義する．椛次実正方行列

　　　　　　　　　　　γ州

に対しても

舳篶，岬帆帆．州

を以って定義とする。γの第包行が吻，第ゴ列が他’である．

　α∈班と｛∈Wで定まるX上の2項関数

　　　　　　　軌o＝｛（”〃）∈x×x；θo（物皿（”））≧θ。（刎。個（〃））｝

をrαで定まる｛の間接的主観的判断」或は簡略にr間接的主観的判断」と称

する・間接的主観的判断も，反射性・推移性は持つが，連結性を欠いて居る．

　直接的主観的判断と間接的主観的判断の間には

　（4）　　　∩財⊂卯f・・∀1∈パα∈班
　　　　　　　　　　ゴ‘〃
なる関係が在る一証明は本論末補項で行はれる．

　続いてα∈班で定まる個人4のLeximin的主観的判断6。。を導入する．

即ち所謂Lexi皿in順序を（々）で表す時

　　　　　　　¢｛皿＝｛（”〃）∈XXX；θo（物岨（”））≧θ。（刎也藺（砂））｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ム〕
である．明かに

　　　　　　　　　　　卯⊂卯，f・・V6∈W，㌦∈班

が成立する・Leximin的主観的判断は，反射性，連結性，推移性を持つ順序

である・以上で個人4が”とμを比較判断する際に，個人4の主観的情報源

〆（z，ゴ），〃（〃），プ∈亙を用いて行はれる3種の主観的判断を定義した．

　次いでプ∈亙，”，砂∈xに対し
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を情報源とする個人ゴの判断を考へる．個人ゴは，他者である個人此（＝1，2，

　・・，3－1，プ十1……，犯）から，夫々庇がゴの立場に立ち”と砂を体験する時の

効用を此からの報告として受け取り，其れにゴ自身の主観刎’α（”，プ），刎’皿（ω）

を付加して刎皿（”，ゴ），刎皿（μ，プ）を組み立てる・此処で

　　　　　吻皿（”，ゴ），吻皿（砂，プ），　此≡1，2，…・・㍉ゴー1，ゴ十1，・・…．，椛

は，個人ゴの主槻とは全く無関係なデータである．そこで

　　　　　　　　　　　　　　　　∩助皿
　　　　　　　　　　　　　　　｛E〃

を個人ゴの直接的客観的判断と呼ぼう．前と同様に

　　　　　　巧皿＝｛（”，砂）∈x×x；θr（仙血（吻プ））≧θr（伽皿（μ・ゴ））｝・

　　　　　　巧凸＝｛（”，リ）∈XXX1θf（砒皿（”，プ））≧θf（他皿（砂・プ））｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工）

と定め，夫々間接的客観的判断，Leximin的客観的判断と言う・

　　　　　　　　　∩財⊂ψゴ皿⊂ψゴ皿，f・・∀ゴ∈パα∈班

　　　　　　　　　“〃

が成立する事も従前通りである．

　最後に主観的判断と客観的判断の関係として，任意のα∈班に対して

　　　　　　　　　∩¢！年∩巧α，　∩巧皿年∩軌囮
　　　　　　　　　“π　　　　ゴ‘〃　　　　　　　ゴ但π　　　　“”

が成立する事を指摘して置く。

2斉一な社会に於ける選択関数の構成

慣例通り次の記号を導入する．

　　6（X）＝｛8，T，……l1Xの非空有隈部分集合金体の作る集合，

　　⑥（6（x））＝6（x）上の選択関数全体の作る集合，

　　F：班→③（6（X））：・・n・・tiv・・h・i・…1・・

α∈班，8∈6（苅に対しF（α）（8）＝0血（8）と記す．
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　　　　　社会wに属する総てのメンバーが間接的主観的判断を行う事を前提に，班の

　　　　元αが与へられた時，αに対し然る可き選択関数0皿（・）を構成し，つまりα

　　　　に対し0血（・）を対応させるcOnective　choioe　rule　Fを構成し，此のFが後

　　　　に述べるParet0原理を満たす様に定め得る事を示すのが本項の目的である．

　　　　　co1王ective　chOice　mle　Fが間接的主観的判断に関してPareto原理を満た

　　　　すとは，任意のα∈班に対し

’　　　　　　　　　　（”，砂）∈（∩¢j皿）∩（∪1〕（¢包皿）），”∈8∈6（X）

　　　　　　　　　　　　　　　　｛∈〃　　　　　　｛…〃

　　　　なる総ての”，砂，8に対して常にμ隼0血（8）（但し0皿（・）二万（α））が成立する

　　　　事を言う．

　　　　　以下，此の間接的主観的判断に関するPareto原理を満たすFを，実際に

　　　　構成しよう．任意のα∈班に対して

　　　　　　　　　B・皿＝｛（”，砂）∈X×X；（μ，”）ξ（∩¢。岨）∩（U1〕（卯））1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“〃　　　　　　　“〃

　　　　と置く．五〇匝が反射性を持つ事は自明．（”，μ）螂o皿且つ（躰，砂）㍑O皿を満た

　　　　す”，砂∈xが存在すると仮定すれぱ，

　　　　　　　（砂，”），（”，砂）∈∩軌皿，　づ．8。　θo（吻皿（”））＝θo（吻皿（〃））｛0r∀包∈W

　　　　　　　　　　　　　一∈〃

　　　　を得る．従って

　　　　　　　　　　　　　　　（砂，ω），（”，μ）年∪p（ψ｛皿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一∈」v

　　　　となり矛盾が生起する．従って月o皿は連結性を持つのである．1

　　　　　次に

　　　　　（5）　　　　　　1〕（五・匝）＝（∩φ1血）n（U1〕（卯））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛E　w　　　　　　　“〃

　　　　の成立を確認する．（”，型）∈1〕（月o血）⇒（サ，”）㍑o皿⇒（”，リ）∈［（5）の右辺コ．他方

・　　　（”，型）∈［（5）の右辺コにも拘らず（”，砂）ξP（月o皿）と仮定すると

　　　　　　　　　　　　　　（”，〃）㍑。血0・（砂，”）∈五。皿．

．　　　仮定より後者が成立する事は無いから，前者が成立するが，然らぱ（”，砂）∈

　　　　［（5）の右辺］となり，（”，μ），（砂，”）が共々［（5）の右辺］に属する事になる、

　　　　併し見岨の連結性の証明に見た様に，此の事は吾人を矛盾に誘導する．此れ
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　で（5）の成立を確認した．

　　さて（5）を用いて丑o皿の準推移性を導く．（”，μ），（砂，”）∈P（五〇岨）とすると

　（”，砂），（砂，2）∈∩¢｛皿であるから，（”，尾）∈∩軌皿であり，また（”，μ）∈1〕（¢。。皿）

　となる乞o∈wをとると（”，砂）∈軌。血であるから（”，2）∈1〕（軌。血）となるので，

　（”，2）∈［（5）の右辺コを得る．従って月。皿は準推移性，従って非循環性を時

　つ．そこで任意の8∈6（x）に対し

　　（6）　　　　　0田（8）二｛”∈8；（”，μ）∈刀o血for㌦∈8｝　　　　　　　　　　　　’

　と置くと0切（・）は⑥（6（X））に属す事になるのである．最初に与えたα∈班

　に対し（6）で定義される0田（・）を対応付ける班から⑥（6（X））への写像をF

　と定めれぱ，此のFが以下に示す様に間接的主観的判断に関するPareto原理

　を満たすのである．もし

　　　　　（”，リ）∈（r「¢‘皿）∩（L」1〕（¢｛岨）），　”∈s∈6（x），　μ∈o岨（8）

　　　　　　　　　“w　　　　　　　一…w

　を満たす”，砂，8が存在したと仮定しよう．定義より（”，砂）∈（∩卯）∩（U

．1〕（卯））となり明白な矛盾が生起する事となる．従って上記Fは所要のParet0

　原理を満足せざるを得ない．

　　以上の議論は各個人が全員閲接的主観的判断を行うものとして展開されたが，

　全員が間接的客観的判断を行うものとしても議論は全く平行的である．此処で

　は繰り返さない・併し，！vの中に間接的主観的判断を行う個人｛1，あ，・・・…，み

　（1≦ら＜あ＜……＜｛。≦π）と間接的客観的判断を行う個人プ1，プ2，……，プ、（1≦プ1

　＜プ。＜一・・＜九≦犯，r＋∫＝侃）が混在して居る場合，（∩卯）n（∪P（¢｛血）を

　　　　　1（∩¢。一皿）n（∩り皿）｝∩｛（Up（¢也一囮））U（U1・（㌦b））l

　　　　　l≦一≦7　　　　　　　1≦，≦品　　　　　　　　1≦一≦壬　　　　　　　　　　I≦一≦岳

　に置き換へて平行的な議論を行っても直ちに（例へぱ連結性の確認に於て）失

敗に陥るのである．此の意味で，本項で用いたFの構成法は，社会が斉一であ　　　　’

　る場合，即ち社会を構成する各個人が全員主観的判断を行うか，或は客観的判

　断を行うかの点で一様である場合に有効である事に留意す可きである．　　　　　　　・
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3cOherentな権利系の導入と主精果

　　　　　A・K・Senに依って確定された1ibera1paradOxは，Pareto原理と自由主

　　　　義的権利の尊重との間に発生する紛争を，より高い立揚から解消する社会的決

　　　　定メカニズムの非存在性を主張する点に，其の顕著な特性が在る．A－Gibbard

　　　　やK，Suzumura・達の此のParadox解消の為の努カは，．本小論で扱って来た

’　　　意味での斉一な社会では，どの様な作動形式をとるであろ．うか．冒頭でも触れ

　　　　た様に，一般化効用関数のみを基本概念とし形造られる範囲内で作業を試みた

　　　　い．其の為には先ず以って権利系の導入から開始する必要が在る．

　　　　　Wに属する各個人4に，非空，対称，非対角的権利域功（⊂XXX）が付与

　　　　されて居るものとする．社会Wの権利系D＝（D1，D2，……，D柵）はcOherent

　　　　であるものと仮定しよう．即ちDの中には如何なるcritical100pも存在せぬ

　　　　ものと仮定するのである．以上の準備の基に2つの公理を導入しよう．

　　　　　［公理Iコ総ての個人が間接的主観的判断のみに従って社会状態”とμを比

　　　　較する時，彼等が一斉に砂を拒否する場合には，社会的にも砂を拒否するメカ

　　　　ニズムが存在する．正確に表現するなら，任意のα∈班に対して

　　　　　　　　　　　　　（”，砂）∈∩p（Φ｛血），”∈8∈6（x）

　　　　　　　　　　　　　　　　　｛…〃

　　　　なる総ての”，μ，8に就いて，常にパ0血（8）を満たすconective　chOice　m－e

　　　　Fが存在する．但しF（α）をぴ（・）と記した．一

　　　　　［公理IIコ総ての個人がLeximin的主観的判断に従って社会状態”と〃を

　　　　比較する時，彼等が一斉に”は砂に劣る事はないと判定して居る上に更に加へ

　　　　て，（”；砂）を其の権利域内に持つ少なくとも1人の個人が，間接的主観的判断

　　　　で9を拒否するなら，社会的にもμを拒否するメカニズムが存在する．正確に

　　　　表現するなら，任意のα∈班に対して或る丑∈wが存在して

　　　　　　　　　　（・，μ）∈［刀・∩P（卯）コ∩（∩ψゴ皿），・∈8ξ6（x）
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ‘π

　　　　なる総ての”，砂，Sに対し常にパ0岨（8）を満たすcOliective　choiceruleFが

　　　　存在する．但しF（α）＝0皿（・）と記した．I
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　上言己2つの公理に於て主観的判断を総て客観的判断に置き換へ，¢｛皿，卯を

軋皿，軋皿に置き換へて公理を述べ直した上で，以下の議論を全く平行的に行

う褒が出来る．また前項の場合と同様に，主観的判断を行う個人と審観的半〔断

を行う個人が混在して居る場合には，以下で展開する議論は全く無力になる事

に留意す可きである．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　さて本小論の主結果を述べる段階となった．

　［定理］公理I，nを同時に満たすcol1ective　chOice　mleが存在する．0　　　　．

　此の結果の証明は項を改めて行う事とする．

4　定理の証明

　与へられた権利系D＝（1）1，1）2，……，刀冊）はcOherentであるから，任意の

α∈班に対して

　　　　　　　　　　　　　　∩（D此∩¢庇α）
　　　　　　　　　　　　　　曲∈〃

の順序拡張9皿が存在する．即ち

　　　　　　∪（刀此∩¢花皿）⊂ぴ，1〕（∪（刀比∩¢花皿））⊂1〕（の
　　　　　　比∈〃　　　　　　　　　　　　　　　　比…〃

であって，g血は反射性，連結性，推移性を持つX上の2項関係である．此れ

を用いて

　　　五厄＝｛（”，μ）∈XXX；（”，μ）｛［「「1〕（ψ正皿）コU［一P（9皿）∩（「「¢也囮）］｝

　　　　　　　　　　　　　　　　庇Eπ　　　　　　　　　　　　　　　　　　店E〃

と置く．炉が反射性，連結性，非循環性を詩つ事を示したい．反射性に就い

ては自明である．連結性に就いては

　　　　　　　　　　　（”，砂）ξ”　＆　（μ，”）ξ月皿

を満たす”，砂∈Xが存在したと仮定せよ．炉の定義より次の4通りの場合が

生起する．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　（i）（砂，・）∈∩p（ψ比α）＆（”，μ）∈∩1〕（¢比皿），

　　　　　　　　比‘〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　此…〃

　　（ii）（臥・）∈∩p（卯）＆（ω∈P（9皿）∩（∩あ岳岨），　　　　　・
　　　　　　　　比…〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止E〃

　　（iii）（砂，・）∈P（9皿）∩（∩δ屹。）＆（・，砂）と∩p（φ芭匝），

　　　　　　　　　　　　比凹〃　　　　　　　　　　　　　　　　比…π
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　　　　　　　　一般化効周関数に基く主観的判断と客観的判断　　　　　　（9）

　　（’V）（ω鮒）∩（Q卯）・（払1）1・（ρ皿）∩脈皿）・

明かに（i）・（iV）の場合は矛盾を含んで居り，考察の対象外にして良い．（ii）

の場合を考へよう．先ず

　（7）　　　　∩p（δ比皿）⊂P（∩δ此皿）
　　　　　　　　　　　　庇＾〃　　　　　　　　　止E〃

の成立を確認しよう、（”，砂）∈∩1〕（δ此皿）⇒［（”，型）∈あ店。＆（〃，”）年δ北皿コfOr∀晃∈

亙⇒［（”，砂）∈∩¢店皿＆（砂，”）年∪あ叱囮］．併しながら∪あ庇皿⊃∩δ比岨だから（”，

（μ）∈P（∩¢比α）を得るのである。とれで（7）が確認された．そこで（il）と

（7）から

　　　　　　　　　　（”〃）∈P（∩¢此皿）；（”，砂）∈∩δ比血

　　　　　　　　　　　　　　止…”　　　　　　　　　　“π

が同時に成立する事になり，吾人は矛盾に逢着したのである．全く同様の手続

きを経て，（iii）の成立を仮定すると，矛盾に陥らざるを得ないのであるから，

結局我々は炉が連結性を持つ事を証明し得たわけである．

　次のステヅプとして月皿の非循環性の験証をする必要があるが，其の前に其

の準備として

（8）　　・（月皿）一［∩p（卯）］・［P（9也）∩（∩δ比血）コ

　　　　　　　　　　　　＾亙　　　　　　　　　　　　　　此∈〃

が成立する事を証明して置こう．（”，型）∈P（炉）⇒（砂，”）螂凸⇒（”，砂）∈［（8）の

右辺コ．従って［（8）の左辺コ⊂［（8）の右辺コが示された．次に

　（9）　　　　（”，μ）∈［（8）の右辺コ＆　（”，〃）年［（8）の左辺コ

を満たす”〃∈Xが存在したと仮定すると，［（9）の第2式コ⇒［（”，砂）年炉0r

（砂，”）∈炉コ⇒（炉の連結性に依り）［（μ，”）∈炉コ⇒（”，砂）年［（8）の右辺］．此

れは（9）の第ユ式に違反するのである。従って［（8）の左辺コ⊃［（8）の右辺コ

が示された事になり，従って（8）の成立が確認された．

　（8）を用いて五皿の準推移性を導くのが次のステヅプである．今（”，砂），（型，

ε）∈1〕（炉）とせよ。（8）に俵り次の4通りの場合が生起する．

　　（・）（・，μ）∈∩p（あ止皿）＆（9，・）∈∩p（δ店皿），

　　　　　　　　比‘”　　　　　　　　　　　　　　“〃

　　（V’）（ω∈Q岬）＆（臥・）1・（9皿）∩（、Q卯）・
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（10）　　　　　　　　　　一橋論叢　第103巻　第5号

　　（・ii）（舳）1・（Q皿）∩（脈匝）・（サ・・）∈Q附）・

　　（・iii）（舳）1舳∩（Qδ1皿）・（1・・）∈舳n（Qψ1皿）・

P（δ比皿），1〕（ρ血），δ比皿の持つ推移性より，（v）の場合は（”，μ）∈∩P（¢庇何）を，

（・iii）の場合は（・，・）1・（9凪）∩（∩あ1σ）を得て・何れの場合も（8～より　　’

（”，ε）∈1〕（炉）となる．次に（vi）の場合を老へる。任意の此∈Wに対して

　　　　　　　　　（”，μ）∈1・（δ叱耐）⊂δ正皿＆　（砂。2）∈¢此皿　　　　　　　　　　　・

より（”，畠）∈∩δ叱皿を得る．もし或る見∈wに対して（2。”）∈¢庇囮が成立し

たとすれぱ，（μ，ε）∈δ比皿より（砂，”）∈φ砧皿となる．併し仮定より（”，型）∈

P（δ店皿）であるから吾人は矛盾に到着した・故に総ての此∈wに対して（2，勿）

ξδ比皿である．即ちδ庇皿の連結性により，総ての店∈Wに対し（”，2）∈1〕（φ庇蜆）

即ち（”，、）∈∩1〕（δ此岨）⊂1〕（五皿）を得た。（vii）の場合も全く同様にして（”，呂）

∈1〕（”）を得るのである．これで月血が準推移性を，従って非循環性を持つ

薙を知った．

　そこで任意の8∈6（x）に対して

　　　　　　　　　0匝（8）＝1・∈8：（・，砂）∈”f・・∀砂∈Sl

を以って0皿（・）∈⑥（6（X））を定義する事が可能となる・従って

　　　　　　　　　　　F：班∈αトー一→0血（・）∈⑥（6（X））

とcOl1ective　choice　rule　Fを定義しよう．此のFが前項の2つの公理を満た

すのである．

　先ず最初に［公理Iコを満たす事を示そう。

　（・・）　　（・、μ）1∩p（卯，・∈S16（X）一∈0岨（8）

　　　　　　　　　　　　比Eπ
を満たすα∈班，”，砂∈ム8∈6（x）が存在したと仮定しよう・（型，”）∈”であ　　　．

　るから

　　　　　　　　　（。，富）隼［∩p（卯）コ・［P（9皿）∩（∩刎
　　　　　　　　　　　　此…π　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止E”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　となり此れは（10）の第一式と矛盾する．従って先のFは［公理I］を満足せ

　ねばならない、
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　　　　　　　　　　　　一般化効用関数に塞く主観的判断と客観的判断　　　　　　（11）

　　　　　次にFが［公理IIコを満たす事を示す．

　　　　　（11）　（舳）∈［Dl∩1〕（ψ・皿）コ∩（∩¢正皿），・∈8∈（駄），砂∈0皿（8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比E〃

　　　　を満たすα∈班，丑∈凧”，砂∈疋Sが存在したと仮定せよ．（1ユ）の第一式より

，　　　（舳）∈∪（D此∩1〕（¢乱皿））であるが，もし（μ，”）∈U（刀北∩P（¢北皿））と仮定す

　　　　ると或る晃o∈Wが存在して（砂，”）∈1）比。∩1〕（¢此。凸）⊂¢此。皿が成立する事になる

　　　　が，此処でもし此o＝｛なら（”，砂）∈P（軌皿），（μ，”）∈¢庇皿となり矛盾に陥る．

　　　　従って尼o≠｛である．すると

　　　　　　　　　　　　　　　（”，μ，）∈刀包，（砂，”）∈の化。，｛≠花o

　　　　となるから｛（”，μ），（〃，”）｝が権利系刀のcritica1100pとなり，1）がcoherent

　　　　である事に違反する．故に

　　　　　（12）　　　　（・，4）∈1〕（∪（D此∩0店皿））⊂P（9血）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比‘〃

　　　　を得るのである．（ユ1）と（12）より

　　　　　（13）　　　　　　　　（”，砂）∈P（9囮）∩（∩φ店匝）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止‘〃

　　　　を得る．併し（11）の第2，3式より（”，砂）∈炉．従って（”，砂）ξ［∩P（¢花皿）］

　　　　U［1〕（g皿）n（∩ψ北皿）コを得るが，此れは（13）式と矛盾する．従って先のFは

　　　　［公理II］を満足せざるを得ない．これで前項の定理の証明が完了する．

5補項．（4）式の証明

　　　　　（ユ4）　　　　（・，砂∈∩伽皿＆（・，砂）ω。砒

　　　　　　　　　　　　　　　　　j∈w

　　　　を満たす”〃∈Xが存在したと仮定せよ・（14）の第一式の成立はα皿（”，ゴ）≧

　　　　批。皿（砂，ゴ）fOr　vプ∈W即ち物皿（”）≧似｛皿（型）の成立を意味して居る．他方（14）

・　　　の第二式はθ。（刎｛σ（”））幸θ。（砒也切（砂））を意味するのであるから

　　　　　　　　　　θ。（物皿（”））＝（吻皿（”，31），吻血（”，プ2），……，物匝（”，ム））

一　　　　　　　　θ。（が（砂））＝（秘｛皿（砂，此1），物皿（μ，此2），……，物皿（砂，居冊））

　　　　と置くと或る”∈〃が存在して砒｛田（”，ゴ〃）＜物何（〃，居ρ）が成立する事になる．

　　　　従づてθ。の定義より
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（12）　　　　　　　　　　一橋諭叢　第103巻　第5号

　　　物π（”，プ1）≦吻凸（”，プ里）≦……≦吻血（”，あ）〈吻囮（μ，柘）≦吻匝（砂，此ρ十1）

　　　　　　　　　　　　≦……≦吻皿（砂，居冊）

を得る．従って

　　　　　　　吻o（〃，工）≦物凪（”，正）｛o工∀正＝柘十1，拓十2，…・一・，危”

より

吻囮（躰，ブ・）≦物砒（”，ゴ・）≦……≦刎。皿（”，プ。）＜吻岨（”，1）f・・∀1＝ゐ州，晃州，……，胎冊

となる。故に｛ゴユ，細，……，ゴ。｝∩｛尼州，此ρ。。，……，此冊｝＝φ即ち｛ブ1，32，……，ゴp｝

⊂｛此州，此皿。2，……，晃冊ザ＝｛ゐ1，伽，一・・，ゐ皿｝を得る。従って｛プ1，プ2，……，プ〃｝＝

｛尼1，ゐ2，……，此p｝でなけれぱならない．そこで拓＝プ、，1≦γ≦ρとγを定めれ

ば

　　　　　　・≦物σ（”，プ。）≦・…・・≦物岨（”，ゴρ）＜吻皿（μ，㌔）≦吻皿（”，ら）

から刎｛匝（”，プ。）〈〃（”，此刀），ゴ、＝㌔となり矛盾に到達する．従って（14）は成

立し得ない．即ち（4）式が成立するのである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一橋大学教授）
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